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今週のキーワード こ の 制 度 の ＜ 育 児 ＞ に つ い て 問 い 合 わ せ の 多 い 言 葉 を 紹 介 す る 。 ▽ 所 定 外 労 働

の 制 限 ― 残 業 が 免 除 さ れ る 制 度 。 ▽ 子 の 看 護 休 暇 ― 子 ど も の 病 気 の 看 護 な ど の

た め に 仕 事 を 休 め る 制 度 。 ▽ 法 定 時 間 外 労 働 の 制 限 ― 残 業 時 間 に 一 定 の 制 限

を設 ける制 度 。▽深 夜 業 の制 限 ―深 夜 （午 後 10  時 ～午 前 5 時 ）の就 労 を制 限 す

る 制 度 。 ▽ そ の 他 の 両 立 支 援 措 置 ― 仕 事 と 育 児 の 両 立 の た め に 設 け ら れ た そ の

他 の制 度 。 

育児・介護休業法 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 

終身保障のがん保険の節税を規制 
新通達取扱の適用は４月 27 日から 
 
がん保険節税を規制する新通達の適用日に強

い関心が寄せられていたが、国税庁はこのほど、

「がん保険（終身保障タイプ）に係る取扱いは、

2012年４月27日をもって廃止する。ただし、同日

前の契約に係るがん保険に係る取扱いについて

は、なお従前の例による」との取扱いを公表した。

法人契約のがん保険（終身保障タイプ）は、会

社を契約者及び保険金受取人、役員や従業員を被

保険者とする契約で、一定の要件をクリアするこ

とで支払保険料の全額損金算入が認められると

いうもの。 

がん保険（終身保障タイプ）では、保険期間の

前半において支払う保険料の中に前払保険料が

含まれているが、かつては保険料に含まれる前払

保険料の割合が低率で、かつ、保険期間の終了に

際して支払う保険金がないことから、2001年の通

達により、終身払込の場合にはその支払の都度損

金の額に算入、有期払込の場合には保険期間の経

過に応じて損金の額に算入する取扱いが定めら

れた。 

しかし、以後10年が経過し、保険会社各社の商

品設計の多様化等により、がん保険の保険料に含

まれる前払保険料の割合や解約返戻金の割合に

も変化がみられることから、その実態に応じて取

扱いの見直しを行うことになった。 

新通達では、これまでの最大のメリットである

「全額損金算入」という取扱いが「２分の１損金

算入」にされており、これまでの節税メリットが

大幅に縮減されている。 

改正育児・介護休業法が全面施行
７月１日から従業員100人以下に 
 

厚生労働省は、平成21年に男女ともに仕事と家

庭が両立できる働き方の実現を目指し、育児・介

護休業法を改正した。ただし３年間は制度適用が

従業員数100人以下の事業主に猶予されていた

が、今年７月１日から全ての企業が対象となる。

新たに対象となる企業では、あらかじめ就業規則

などに制度を定め、従業員に周知しなければなら

ない。完全施行まで２か月を切り、厚労省は就業

規則などへの規定が済んでいない企業は、急ぐよ

う呼びかけている。 

改正育児・介護休業法の主な概要は次の通り。

（１）短時間勤務制度 

 ３歳までの子を養育する従業員に対して、一日

の所定労働時間を原則として６時間（５時間45分

から６時間まで）に短縮する制度を設けること。

これには就業規則に規定される等、制度化された

状態になっていることが必要で、運用で行われて

いるだけでは不十分である。 

（２）所定外労働の制限 

 ３歳に満たない子を養育する従業員が申し出

た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労

働させてはいけない。 

（３）介護休暇 

 家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場

合には、事業主は、１日単位での休暇取得を許可

しなければならない（介護する家族が１人なら年

に５日、２人以上ならば年に10日）。問い合わせ

は各都道府県労働局雇用均等室。 
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